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カタストロフィー債
概要

カタストロフィ―債は、保険契約におけるカタストロフィ－・リスクを第三者（一般的には伝統的な再保険業界の外にいる資本

市場の投資家）に移転することを可能にする手段です。

カタストロフィ－・リスクとは何か

なぜカタストロフィ－債を発行するのか

なぜカタストロフィ－債を購入するのか
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設例

元本の支払い

(保険金支払額控除)

カタストロフィー債のクーポ

ン＋ 投資リターン

投資家から

の入金

担保資産の

投資リターン
資産の売却

保険金支払

保険料
保険者

出再者 投資家

払込資金

担保資産口座

特定目的事業体

(SPV)

Source of diagram: Catastrophe Bonds: A Primer and Retrospective, Federal Reserve Bank of Chicago (2018) [https://www.chicagofed.org/publications/Chicago-fed-letter/2018/405]

https://www.chicagofed.org/publications/chicago-fed-letter/2018/405
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設例

IFRS 17号8A項

契約

IFRS

第 9号

IFRS

第 17号

または• 会計方針の選択は、IFRS第

17号とIFRS第9号(金融商品)

との間の契約に対して提供さ

れる。

• 会計方針の選択はポートフォ

リオ単位で適用され、取消不

能である。

IFRS第17号の適用指針

契約の中には、保険契約の定義を満たすが、保険

事故に対する補償を当該契約によって創出された

保険契約者の義務を決済するために要する金額に

限定しているものがある（例えば、死亡による債務

免除の付いた融資）。
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設例

元本の返済

資産の売却

保険金の支払
保険者

出再者 投資家
特定目的事業体 

(SPV)

保険金の支払

担保資産口座保険契約者

元本の返済

保険者に保険金の支払いが発生しなかった場合、元本

全額が返済される。

保険者に補償対象の大災害事象に係る保険金の支

払いが発生した場合、元本の返済から支払保険金を

控除した金額が返済される。

分析
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事実および状況 一貫性 会計方針 会計処理単位 システムとプロセスの変更

保険リスクが存在し、かつ重

大であるかどうか、また、発行

者が損失を被ることが、カタス

トロフィー債による回収を引き

起こすための条件となっている

かどうかといった要因を考慮す

る。

カタストロフィー債の購入者が

類似の金融商品をどのように

会計処理しているか、また、こ

れらの金融商品をどのように

管理し、パフォーマンスを監視

しているかを検討する。

IFRS第17号またはIFRS第9

号のどちらでカタストロフィー債

を会計処理するかについての

会計方針の選択は取消不

能であるため、異なる潜在的

シナリオの下での結果について

慎重な検討が必要であること

に留意する。

会計方針の選択はポートフォ

リオ・レベルで行われるため、

いずれの選択においても、関

連する各ポートフォリオについ

て慎重に文書化し、異なるポ

ートフォリオ間のアプローチの一

貫性を考慮する必要がある。

従来、カタストロフィー債を保

険として会計処理してきた購

入者が、IFRS第9号に基づく

会計処理へ変更したい場合

、またはその逆の場合には、

必要なシステムやプロセスの

変更、および関連するチームメ

ンバーのスキル向上について考

慮する必要がある。

実務上の考慮事項
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